
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

賠償責任保険 

団体総合生活補償保険 

  重要事項のご説明    ○契約概要のご説明 

              ○注意喚起情報のご説明 

 

  お支払いする保険金および費用保険金のご説明  

  重要事項のご説明    ○契約概要のご説明 

              ○注意喚起情報のご説明 

 

  補償の内容 

 

  事故が起こった場合のお手続 

MS A17-100543  使用期限 2018 年 10 月 1 日 

AD A17-100791  使用期限 2018 年 10 月 1 日 



 ２０１５年１０月１日以降始期契約用  

はり師・きゅう師、あん摩・マッサー
ジ ・ 指 圧 師 賠 償 責 任 保 険 を 
ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ 

重要事項のご説明 
 

 

この書面でははり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明してお

りますので、内容を十分ご確認ください。 

お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 

ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約（特別約款を含みます。以下同様とします。）によって定まりま

す。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。 

※加入申込票への記名・押印（または署名）は、この書面の受領印を兼ねています。 

※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。 
 

契約概要のご説明 
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読み

いただき、お申込みくださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確

認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

 

１．商品の仕組みおよび引受条件等 

（１）商品の仕組み 
保険の種類 商品の仕組み 

はり師、きゅう師、あん摩・マッ

サージ・指圧師賠償責任保険 

賠償責任保険普通保険約款 

＋はり師、きゅう師、あん摩・マッサー

ジ・指圧師特別約款 

＋施設危険補償特約（自動セット） 

＋対象業務に関する特約（自動セット） 

＋柔道整復業務補償特約（任意セッ

ト）（注） 

（注）任意セットの特約は必要な場合にセットします。「（３）セットできる主な
特約」をご参照ください。 

（２）補償内容 
■被保険者 

保険の種類 
被保険者（ご加入いただいた保険契約 
で補償を受けられる方をいいます。） 

はり師、きゅう師、あん摩・マッ

サージ・指圧師賠償責任保険 

加入申込票（注）の「記名被保険者」欄

に記載された方が被保険者となりま

す。 

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定
される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認くださ

い。 
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ

らの書類を含みます。 
 
■保険金をお支払いする主な場合 

「鍼灸師・安心補償プランのご案内」の「保険金をお支払いする主な場
合」のページをご参照ください。 

 
■お支払いの対象となる損害 

「鍼灸師・安心補償プランのご案内」の「お支払いの対象となる損害」の
ページをご参照ください。 

 
■保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

「鍼灸師・安心補償プランのご案内」の「保険金をお支払いしない主な場

合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保
険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。 

（３）セットできる主な特約 
セットできる主な特約は「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照くだ

さい。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い
合わせください。 

（４）保険期間 
この保険の保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間を

いいます。）は原則として 1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保
険期間につきましては、「鍼灸師・安心補償プランのご案内」または加入
申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。 

（５）支払限度額等 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。 

２．保険料 
保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定さ
れます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせくださ
い。 

お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、「鍼灸師・安心
補償プランのご案内」または「鍼灸師・安心補償プラン 保険料のご案内」に
てご確認ください。 

（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をい
います。 

 

３．保険料の払込方法について 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。 

４．満期返れい金・契約者配当金 
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５．解約返れい金の有無 
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間

のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします
が、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払
込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報

のご説明の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注意喚起情報のご説明 
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載

しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特

約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

 

１．ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ） 
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。 

２．告知義務・通知義務等 

（１）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票の 

  記載上の注意事項）  
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票（注）の記載事項につ

いて事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、取扱代理店には
告知受領権があります（取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引
受保険会社に告知いただいたものとなります。）。 

加入申込票（注）に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険
に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実
を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない

ことがありますので、加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。 
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ

らの書類を含みます。 

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加
入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその
内容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。 

補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされ
た特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場
合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、

取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等） 

     
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじ
め（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞
なく）取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 

ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあ
りますので、十分ご注意ください。 

○保険の対象（施設、業務等）に変更（追加および削除を含みま

す。）が生じる場合 
○保険料算出の基礎数値に変更（増加または減少）が生じる場合 
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変

更が生じる場合 

また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご

加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引
受保険会社にご通知ください。 

◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 

◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 
  

３．補償の開始時期 
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻
が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。保険料（分割払
の場合は、第１回分割保険料）は、「鍼灸師・安心補償プランのご案内」記載

の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけな
い場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。 

４．保険金をお支払いしない主な場合等 

（１）保険金をお支払いしない主な場合 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。なお、保険金をお

支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない
場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。 

（２）重大事由による解除 
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ

とがあります。 
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷
害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 

② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこ
と。 

④ 上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険

契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 
 

保険料は、「鍼灸師・安心補償プランのご案内」記載の方法により払込みく
ださい「鍼灸師・安心補償プランのご案内」記載の方法により保険料を払

込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約
を解除させていただくことがあります。 

６．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、取扱代理店または引受保険会
社に速やかにお申出ください。 
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れ

い金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経
過期間分よりも少なくなります。 

■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料につ

いて、追加のご請求をさせていただくことがあります。 

７．保険会社破綻時等の取扱い 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。 

 

８．取扱代理店の権限 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。 

 

９．個人情報の取扱い 
「鍼灸師・安心補償プランのご案内」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この保険商品に関するお問い合わせは 
取扱代理店 エル・クリエートシステム株式会社 クリエート保険 
〒２６０－００２１ 千葉県千葉市中央区新宿１丁目５－９ 

ＴＥＬ：043-248-0621  ＦＡＸ：043-246-7926 
 

保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 

「三井住友海上お客さまデスク」 

０１２０-６３２-２７７（無料） 
【受付時間】 平日    ９：００～２０：００ 
         土日・祝日 ９：００～１７：００（年末・年始は休業させていただきます） 

 

指定紛争解決機関 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日
本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 

０５７０-０２２-８０８〔ナビダイヤル（有料）〕 
【受付時間】 平日 ９：１５～１７：００ 
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/) 

 

 

特にご注意ください 

特にご注意ください 

特にご注意ください 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

■補償の内容 （鍼灸師賠償責任保険） 
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保険金をお支払いする主な場合 お支払いの対象となる損害 保険金をお支払いしない主な場合 

日本国内において被保険者（保

険契約により補償を受けられる

方）またはその使用人その他被

保険者の業務の補助者が行う、

はり、きゅう、あん摩・マッサージ

または指圧の業務に起因して患

者の身体に障害を与えた場合

に、被保険者が法律上の損害賠

償責任を負担することによって被

る損害に対して、保険金をお支払

いします。 

ただし、保険期間中に発見された

患者の身体障害に限ります。 

※「身体の障害」とは、傷害お

よび疾病をいい、これらに

起因する後遺障害および死

亡を含みます。 

※「発見された」とは、次のい

ずれか早い時をもってなさ

れたものとします。 

○はり、きゅう、あん摩・マッサ

ージまたは指圧の業務によ

る患者の身体の障害を、被

保険者が最初に認識した

時、または認識し得た時 

○被保険者に対して損害賠償

請求が提起された時、提起

されるおそれがあると被保

険者が認識した時、または

認識し得た時 

 
 

 

①損害賠償
金 

法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請
求権者に対して支払うべき治療費や修理費等
（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含み
ます。） 

②損害防止
費用 

事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防
止のために必要または有益であった費用 

③権利保全
行使費用 

発生した事故について、他人から損害の賠償を
受けることができる場合に、その権利を保全また
は行使するために必要な手続に要した費用 

④緊急措置
費用 

事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や
身体を害した場合における被害者の応急手当
等）に要した費用 

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場
合、引受保険会社へ協力するために要した費用 

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費
用、弁護士報酬等の費用 

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計

算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお

支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。

上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適

用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支

払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。 

お支払いする争訟費用の額 ＝ ⑥争訟費用の額× 
支払限度額  

①損害賠償金の額  

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引

受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い

合わせください。適用される普通保険約款、特別約款および特約に

よりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普

通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 
 

 

＜特別約款でお支払いしない主な場合・
業務危険補償＞ 

○被保険者の業務を行う施設もしくは設
備または航空機、車両（原動力がもっ
ぱら人力であるものを含みます。）、
自動車（原動機付自転車を含みま
す。）もしくは動物の所有、使用または
管理に起因する損害賠償責任 

○名誉毀（き）損または秘密漏えいに起
因する損害賠償責任 

○業務の結果を保証することによって
加重された損害賠償責任 

○被保険者が外科手術を行いまたは薬
品を投与し、もしくはその指示をする
などの行為によって生じた損害賠償
責任 

○被保険者が、あん摩・マッサージ・指
圧師の場合は、医師の同意を得ず脱
臼または骨折の患部に施術を行った
ことによって生じた損害賠償責任 

○被保険者が業務の遂行につき、所定

の資格を有しない場合には、その業

務の遂行に起因して被保険者が被る

損害賠償責任                                         

                                   

                       等 

施

設

危

険

補

償

・

自

動

セ

ッ

ト 

加入者（被保険者）がはり、きゅ

う、あん摩・マッサージまたは指圧

の業務を遂行するために所有、使

用または管理する加入者証記載

の施設または設備、またはその業

務の遂行に起因して保険期間中に

生じた偶然な事故により、他人の

生命や身体を害したり、他人の財

物を滅失、破損または汚損した場

合に、被保険者が法律上の損害賠

償責任を負担することによって被

る損害に対して、保険金をお支払

いします。 

 

※この特約においては、対象業務

に地域支援事業における介護予

防事業を含みます。 

＜施設危険補償特約でお支払いしない
主な場合＞ 

○施設の新築、修理、改造または取壊
し等の工事によって生じた損害賠償
責任 

○航空機、昇降機、自動車（原動機付自
転車を含みます。）または施設外にお
ける船舶もしくは車両（自転車、身体
障害者用車いす、歩行補助車および
原動力がもっぱら人力であるものを
除きます。）の所有、使用または管理
によって生じた損害賠償責任 

○業務の遂行にあたり発生した、その

業務の対象となる者の身体の障害

（傷害および疾病をいい、これらに起

因する後遺障害および死亡を含みま

す。）によって生じた損害賠償責任          

                       等 

 

柔

道

整

復

業

務

補

償

・

任

意

セ

ッ

ト 

日本国内において被保険者また

はその使用人その他被保険者の

業務の補助者が行う、柔道整復

業務に起因して患者の身体に障

害を与えた場合において、被保

険者が法律上の損害賠償責任を

負担することによって被る損害に

対して、保険金をお支払いしま

す。 

＜柔道整復業務補償特約でお支払い

しない主な場合＞ 

○美容を唯一の目的とする柔道整復

行為によって生じた損害賠償責任 

○柔道整復の結果を保証することによ

り加重された損害賠償責任 

○所定の免許を有しない柔道整復師

が遂行した柔道整復行為によって生

じた損害賠償責任 

○被保険者が、応急手当をする場合を

除き、医師の同意を得ずに、脱臼ま

たは骨折の患部に施術をすることに

よって生じた損害賠償責任    等 

 

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の

額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保

険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害

賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金

等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。 



＜普通保険約款でお支払いしない主な場合＞（業務危険補償・施設危険補償・柔道整復業務補償共通） 

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約で 

ご確認ください。 

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、 

取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 

 

●事故が起こった場合のお手続（鍼灸師賠償責任保険） 

（１）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等 

業務に起因した身体障害事故を発見した場合、または施設に起因した事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会

社にご連絡ください。 

①損害の発生および拡大の防止  ②相手の確認  ③目撃者の確認 

 三井住友海上へのご連絡は                  事故は       いち早く 

２４時間３６５日事故受付サービス 
「三井住友海上事故受付センター」 ０１２０-２５８-１８９（無料）へ 

  
 

（２）保険金のご請求時にご提出いただく書類 

被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提

出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。 

※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 

※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

保険金のご請求に必要な書類 書類の例 

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 

（２）引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認

する書類およびその他これに類する書類（注） 

（注）事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または

費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証

明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、

損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類  

①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求

権者を確認する書類 

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療に

かかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住

民票、戸籍謄本 

②他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含み

ます。）の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認

する書類 

修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実

績、自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部（個人）事項証明書 

③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請

求権者を確認する書類 

 

④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および

損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損

害賠償請求権者の承諾を確認する書類 

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領

収書 

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を

確認する書類 

権利移転証（兼）念書 

（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟

費用等の費用が確認できる書類・明細書 

（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類  

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項

証明書 

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要

な書類 

引受保険会社所定の同意書 

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を

確認する書類 

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給

決定通知 

○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 

○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 

○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 

○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾（じょう）、労働争議に起因する損害賠償責任 

○地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任 

○液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測かつ突発的な事故に
よるものを除きます。） 

○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任（ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・
トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。）                                                     

                                                                                               等 



保険金のご請求に必要な書類 書類の例 

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格

証明書もしくは代表者事項証明書 

 

 

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注２）の確認を終えて保険金

をお支払いします（注３）。 

（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。 

（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険

金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 

（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用さ

れた被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この

場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 

■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 

■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利）を有します。また、

原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 

 



   

 

重要事項のご説明 
 

契約概要のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 平成 29年 10月 
 

■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、

お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１商品の仕組み 
（１）商品の仕組み 

団体総合生活補償保険は、普通保険約款と具体的な補償内容を規定した傷害（以下「ケガ」といいます）、疾病（以下「病気」といい

ます）、がん等の各基本特約との組み合わせにより、保険期間中に被保険者がケガを被った場合や、病気やがんにより入院したり手術

を受けた場合等に保険金をお支払いする保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）を

ご確認ください。 

基本となる補償 

補償の種類 補償の概要 基本となる補償の特約 

ケガの補償 
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお

支払いします。 
傷害補償(MS&AD型)特約 

病気の補償 
被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場

合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 
疾病補償特約 

がんの補償 
被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開

始した場合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 
がん補償特約 

※基本となる補償部分を解約し、補償が終了した場合等は、その契約にセットされた特約（親介護一時金支払特約等）の補償も終了します。 

（２）被保険者の範囲 

被保険者はご本人です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。  

２基本となる補償、保険金額の設定等 
（１）保険金をお支払いする場合 

「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認く

ださい。 

（２）保険金をお支払いできない主な場合 

主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

補償の種類 保険金をお支払いできない主な場合 

ケガの補償 

①次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 

・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車

または原動機付自転車を運転している間 

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など 

②次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 

・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注１） 

・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒 

③次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 
 

・被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロ

レスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 

・被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．乗用具（＊１）を用いて競技等（＊２）をしている間（ウ．に該当しない「自動車または原動機付自転

車を用いて道路上で競技等（＊２）をしている間」を除きます） 

イ．乗用具（＊１）を用いて競技等（＊２）を行うことを目的とする場所において、競技等（＊２）に準ず

る方法・態様により、乗用具（＊１）を使用している間（ウ．に該当しない「道路上で競技等（＊２）に

準ずる方法・態様により、自動車または原動機付自転車を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転

車を用いて競技等（＊２）をしている間または競技等（＊２）に準ずる方法・態様により自動車もしくは

原動機付自転車を使用している間 

・被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククラ

イミング等をいいます）、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な

運動を行っている間の事故 など 
（＊１）乗用具とは、自動車、原動機付自転車またはモーターボート・水上オートバイ等をいいます。 

（＊２）競技等とは、競技、競争、興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における

運転もしくは操縦をいいます。 

病気の補償 

①保険期間の開始時（継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時）より前に発病した病気（注２）

（注３）については保険金をお支払いできません。 

②次のいずれかにより発病した病気に対しては保険金をお支払いできません。 

・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注１） 

・治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー



   

補償の種類 保険金をお支払いできない主な場合 

等の使用 など 

③次のいずれかによる病気に対しては保険金をお支払いできません。 

・被保険者が被った精神障害を原因として発病した病気 

・被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産じょく期の異常を含みません。 など 

がんの補償 

①保険期間の開始時（継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時）より前に診断確定されたがん

については、保険金をお支払いできません。（注３） 

②保険期間の開始時（継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時）からその日を含めて90日を経

過した日の翌日午前０時より前にがんと診断確定された場合については、保険金をお支払いできません。 など 

（注１）被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証

明することができないものをいいます。 

（注２）被保険者が発病した時が、その病気による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その病気は、保険

期間の開始時以降に発病したものとして保険金お支払いの対象となります。 

（注３）前記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知して契約された場合」または「ご契約時に自覚症状がない病気等であってもそれが保険期間の開始時（継

続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります）より前に被ったものである場合」であっても適用されますのでご注意く

ださい。ただし、保険期間の開始時からその日を含めて365日を経過した後に病気により入院を開始された等の場合には、保険金をお支払いでき

ることがあります。 

（３）セットできる主な特約とその概要 

ご希望によりセットできる主な特約の詳細については、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご

確認ください。 

（４）保険期間 

お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

（５）保険金額の設定 

保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

また、お客さまの保険金額については、加入申込票をご確認ください。 

保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。 

３保険料の決定の仕組みと払込方法等 

（１）保険料の決定の仕組み 

保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。お客さまの保険料については、加入申込票をご確認ください。 

（２）保険料の払込方法 

お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４満期返れい金・契約者配当金 

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、契約時の条件

により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店また

は引受保険会社までお問合わせください。 

■保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について 

保険商品・契約内容に関するお問合わせ、保険会社等の連絡・相談・苦情窓口や事故時の連絡先については、「注意喚起情報のご説明」の

保険商品・契約内容に関するお問合わせについて、保険会社等の連絡・相談・苦情窓口についておよび指定紛争解決機関についてをご確

認ください。 
 

 



   

 

重要事項のご説明 
 

注意喚起情報のご説明（団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）） 平成 29年 10月 
 

■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載し

ています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１告知義務（ご加入時にお申し出いただく事項） 

（１）申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目（加入申込票上の 

「※」印の項目（告知事項））について、事実を正確に告知する義務（告知義務）があります。 

（２）故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払い

できないことがあります（注）ので、今一度、告知内容をご確認ください。 
（注）次において③に該当したときは、ご契約を解除することがあります。 

告知事項 

①保険者の生年月日、年令 

②健康状態告知（注１）（注２）（注３）（注４）（注５） 

③同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等（注６）の有無 
（注１）健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、

必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、契約をお引受けできない場

合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

（注２）継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。 

（注３）親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、被保険者本人が必ず特約被保険者・介護対象者の方に健康状態に

関する質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、特約被保険者・介護対象者に確認した回答内容をその

ままご記入ください。 

※親介護一時金支払特約については、被保険者本人が特約被保険者を代理して回答ください。また、親の介護による休業補償特約については、

被保険者本人が介護対象者の健康状態を回答してください。 

（注４）「健康状態告知についてのご案内」にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。 

（注５）健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合

には、保険期間の開始時（＊）から１年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時（＊）から１年を経過して

いても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時（＊）から１年以内に発生していた場

合には、ご契約を解除することがあります。 

（＊）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。 

（注６）タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 

２クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等について） 

この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。 

３傷害死亡保険金受取人 

（１）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。 

（２）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てく

ださい。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。 

４現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約 

（１）現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 

多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。 

（２）新たな契約（団体総合生活補償保険）の申込みをする場合のご注意事項 

①被保険者や介護対象者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。 

②次の病気等に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。 

病気の補償 新たな契約の保険期間の開始時より前に発病していた病気 

がんの補償 新たな契約の保険期間の開始時より前に診断確定されたがん 

親介護一時金支払特約 新たな契約の保険期間の開始時より前に発生した病気等を原因とする要介護状態 

③新たな契約の始期日における被保険者や介護対象者の年令により計算した保険料（注）を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約

を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。 
（注）保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。 

５通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 

ご加入後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡

ください。 

・特約の追加など、契約条件を変更する場合 

６補償の開始・終了時期 

（１）補償の開始：始期日の午後４時（保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻）に始まります。 

（２）補償の終了：満期日の午後４時に終わります。 

７保険金をお支払いできない主な場合 

「契約概要のご説明」２基本となる補償、保険金額の設定等（２）保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。 

８解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。 



   

（１）解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過

期間分よりも少なくなります。 

（２）始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求し

たにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。 

９被保険者からの解約 

被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し保険

契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなけ

ればなりません。 

【被保険者が解約を求めることができる場合】 

①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 

②以下に該当する行為のいずれかがあった場合 

・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ

を発生させ、または発生させようとした場合 

・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが

ある場合 

⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、

この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合 

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変

更があった場合 

※１ 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証

明する資料等を提出してください。 

※２ 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。 

10 保険会社破綻時の取扱い 

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。 

この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は次のとおりとなります。 

補償内容 
ケガの補償 病気の補償・がんの補償 

保険金支払い 解約返れい金 保険金支払い 解約返れい金 

補償割合 80％（注） 80％ 90％ 90％ 
（注）破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した保険事故による保険金は 100％補償されます。 

※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。 

11 個人情報の取扱いについて 

本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受

保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内

で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協

会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。 

ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第 53 条の 10）により、利用目的が限

定されています。 

詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページをご覧ください。http://www.aioinissaydowa.co.jp/ 
 

＜その他ご注意いただきたいこと＞ 
■危険を有する職業に変更した場合のご注意 

被保険者の方がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度また

はそれ以上の危険を有する職業に変更した場合は、これらの職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受

保険会社までお問合わせください。 

■ご契約内容および事故報告内容の確認について 

損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保する

ため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録

された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 

■無効・取消し・失効について 
（１）以下のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。 

①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 

②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保

険者本人の同意を得なかった場合 

（２）保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場

合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（３）以下の場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取

扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

・被保険者が死亡（注）したとき 
（注）傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。 

■重大事由による解除 
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできま

せん。 



   

（１）保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合 

（２）保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 

（３）被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 

（４）複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合  など 

■税法上の取扱い（平成 29年 5月現在） 
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご契約内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。 
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。 

■請求権等の代位について 
所得補償保険金等について、損失・損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、引受保険会社がその損

失・損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 

（１）引受保険会社が損失・損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合：被保険者が取得した債権の全額 

（２）上記（１）以外の場合：被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失・損害の額を差し引いた額 
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

※１ 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額

を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。 

※２ 上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

■ 事故が発生した場合 
１ 事故の発生 

（１）事故が発生した場合には、30 日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社が

被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。 

２ 保険金の支払請求時に必要となる書類等 

被保険者または保険金受取人は、＜別表「保険金請求書類」＞のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて＜別

表「保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

３ 保険金のお支払時期 

引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30 日以内に、保険金をお支払いするために必要と

なる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める

期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４４ 保険金の代理請求 

被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求する

ことができる制度（「代理請求制度」といいます）があります（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、こ

の制度は利用できません）。 

●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 

●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 

【被保険者の代理人となりうる方】 

①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注） 

②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族 

③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）または上記

②以外の３親等内の親族 
（注）法律上の配偶者に限ります。 

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いし

ます。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険

会社は保険金をお支払いできません。 

５ 保険金請求権の時効 

保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）

をご確認ください。 

＜別表「保険金請求書類」＞ 
（１） 保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます） 

（２） 
引受保険会社の定める傷害（疾病・損害など）状況報告書 

※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)～(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 

（３） 被保険者であることを確認する書類 

 書類の例 ・家族関係の証明書類（住民票、戸籍謄本） など 

（４） 保険金の請求権をもつことの確認書類 

 書類の例 
・印鑑証明書、資格証明書  ・戸籍謄本  ・委任状  ・未成年者用念書 

【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書  ・保険金直接支払指図書  ・債務額現在高通知書 など 

（５） ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

  書類の例 ・公的機関が発行する証明書（事故証明書など）  ・死亡診断書または死体検案書 など 

 ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・引受保険会社の定める診断書  ・領収書  ・後遺障害診断書  ・レントゲン等の検査資料 など 

 ③ その他の書類 

 
 

書類の例 
・運転資格を証する書類（免許証など） 

・調査同意書（引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書） など 

（６） 疾病に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・引受保険会社の定める診断書または領収書  ・先進医療費用の支出を証する書類 など 

 ② その他の書類 

  書類の例 ・調査同意書（引受保険会社が疾病の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書） など 

（７） その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

 

 

書類の例 

・公的機関が発行する証明書（事故証明書、盗難届証明書など） ・ホールインワン・アルバトロス証明書 

・扶養者などの戸籍謄本  ・損害物の写真 

・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類

(注) など 



   

（注）公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者

が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。 

 ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・被害品の価格を証明する書類  ・修理見積書  ・領収書 など 

 ③ その他の書類 

 
 

書類の例 
・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの 

・調査同意書（引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書） など 
  

 

＜ご加入いただく内容に関する確認事項（ご意向の確認）＞ 

この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の

内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険

料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点な

どございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。 

１．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」（注）について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 
（注）親介護一時金支払特約をセットする場合は特約被保険者の「氏名」「生年月日」「年令」をご確認ください。 

２．「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 

３．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 

①補償内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など） 

②保険金額（ご契約金額）（型やパターンなど） 

③被保険者の範囲（ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など） 
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 

４．補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。 

●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。 

 

保険商品・契約内容に関するお問合わせについて 
  

【取扱代理店】 エル・クリエートシステム株式会社 

【電話番号】 ０４３－２４８－０６２１  ※おかけ間違いにご注意ください。 
 

保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について 
 

お問合わせ、ご相談・苦情がある場合は  事故が発生した場合は 

0120-101-060（無料） 
【受付時間】 平日 9：00～17：00 

（土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます） 

※ご加入の団体名（一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会）をお知らせください。 

「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 

 遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。 

あんしん２４受付センター 

0120-985-024（無料） 
※受付時間［24時間 365日］ 

※ＩＰ電話からは 0276-90-8852（有料）におかけください。 

※おかけ間違いにご注意ください。 
  

 

指定紛争解決機関について 
 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合は 

一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。 

また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。 

そんぽＡＤＲセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター） 

[ナビ   

ダイヤル] 0570-022-808 

（全国共通・通話料有料） 
※受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］ 

※携帯電話からも利用できます。 
※ＩＰ電話からは 03-4332-5241 におかけください。 

※おかけ間違いにご注意ください。 
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/ 
  

 
＜引受保険会社＞ 

 
 



                          あいおいニッセイ同和損害保険株式会社              

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】＜ＭＳ＆ＡＤ型＞ 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）をご参照ください。 

ケガに関する補償 

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容 
１．被保険者（補償の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害（｢ケガ｣といいます）に対して保険金をお支払いします。 

※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。 
２．被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。 

（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお
支払いします。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害 死 亡 
保 険 金 

 
 

事故によるケガのため、事故
の発生の日からその日を含め
て180日以内に死亡した場合 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額  

※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後
遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後
遺障害保険金額からその額を差し引いて
お支払いします。 

(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお
支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した
事故 
ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動
車または原動機付自転車を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯び
た状態で自動車または原動機付自転車を運転し
ている間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
の影響により正常な運転ができないおそれがあ
る状態で自動車または原動機付自転車を運転し
ている間 

④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 
⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険
者に対する外科的手術その他の医療処置 

⑦被保険者に対する刑の執行 
⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また
は暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 
⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に
よる事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 
(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い

できません。 
①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
※2 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 
(3)次のいずれかによって発生したケガについても保

険金をお支払いできません。 
①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、
自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、
プロレスラー等やその他これらと同程度またはそ
れ以上の危険を有する職業に従事している間の事
故 

②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 
ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)をしている間
（ウ．に該当しない「自動車または原動機付自
転車を用いて道路上で競技等(＊2)をしている
間」を除きます） 

イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)を行うことを
目的とする場所において、競技等(＊2)に準ずる
方法・態様により、乗用具(＊1)を使用している
間（ウ．に該当しない「道路上で競技等(＊2)に
準ずる方法・態様により、自動車または原動機
付自転車を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限
し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原
動機付自転車を用いて競技等(＊2)をしている
間または競技等(＊2)に準ずる方法・態様により
自動車もしくは原動機付自転車を使用している
間 

③被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザ
イル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロ
ッククライミング等をいいます）、職務以外での航
空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー
搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 
(＊1) 乗用具とは、自動車、原動機付自転車またはモー

ターボート・水上オートバイ等をいいます。 
(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行もしくはこれらの

ための練習または乗用具の性能試験を目的とした
試運転における運転もしくは操縦をいいます。 

など 
※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動

傷 害 
後 遺 障 害 
保 険 金 

 
 

事故によるケガのため、事故
の発生の日からその日を含め
て180日以内に約款所定の後
遺障害が発生した場合 

傷害死亡・後遺

障害保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後
遺障害保険金額が限度となります。 

 
傷 害 入 院 
保 険 金 

事故によるケガの治療のた
め、入院し、その入院が傷害
入院保険金の免責期間※を超
えて継続した場合 
 
※ 事故の発生の日からその

日を含めて保険証券に記
載された免責期間が満了
するまでの期間をいいま
す。 

傷害入院保険金日額  × 入院日数  

※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日
の翌日からその日を含めて傷害入院保険
金の支払対象期間内の入院を対象とし、
１事故につき、保険証券に記載された傷
害入院保険金の支払限度日数が限度とな
ります。 

 

傷 害 手 術 
保 険 金 

 
 

事故によるケガの治療のた
め、事故の発生の日からその
日を含めて傷害手術保険金支
払対象期間内に手術を受けた
場合 
 
※ 手術とは、次の診療行為を

いいます。 
①公的医療保険制度におい
て手術料の対象となる診
療行為。ただし、次の診
療行為は保険金お支払い
の対象になりません。 
・ 創傷処理 
・ 皮膚切開術 
・ デブリードマン 
・ 骨または関節の非観血

的または徒手的な整復
術、整復固定術および
授動術 

・ 抜歯手術 
・ 歯科診療固有の診療行

為 
②先進医療(＊1)に該当す
る診療行為(＊2) 

(＊1) 手術を受けた時点にお
いて、厚生労働大臣が
定める先進的な医療技
術をいいます。また、
先進医療ごとに定める
施設基準に適合する病
院等において行われる
ものに限りますので、
対象となる手術、医療
機関および適応症は限
定されます。 

(＊2) 治療を直接の目的とし
て、メス等の器具を用
いて患部または必要部
位に切除、摘出等の処
置を施すものに限りま
す（診断、検査等を直
接の目的とした診療行
為および注射、点滴、
薬剤投与(全身・局所)、
放射線照射、温熱療法
による診療行為を除き

１回の手術について次の額をお支払いしま
す。 
①入院中に受けた手術 

傷害入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

傷害入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療の
ために入院している間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限
度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の
手術に対してのみ保険金をお支払いし
ます。なお、同一の日に上記①と②の
両方に該当する手術を受けた場合は、
上記①の手術を１回受けたものとしま
す。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け
た場合または手術料が１日につき算定
される手術を複数回受けた場合は、そ
の手術の開始日についてのみ手術を受
けたものとします。 

・ 一連の治療過程で複数回実施しても手
術料が１回のみ算定される区分番号の
手術について、その区分番号の手術を
複数回受けた場合は、２回目以降の手
術が保険金をお支払いする同じ区分番
号の手術を受けた日からその日を含め
て14日以内に受けたものであるとき
は、保険金をお支払いしません（欄外
のお支払例をご参照ください）。 

普通傷害＋疾病＋がん 
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保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ます）。 セットの特約により保険金お支払いの対象とな
ります。 

※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって
も、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、
眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に
証明することができないものをいいます。 

 

傷 害 通 院 
保 険 金 

事故によるケガの治療のた
め、事故の発生の日からその
日を含めて保険証券に記載さ
れた傷害通院保険金の免責期
間が満了した日の翌日以降
に、通院（往診を含みます）
した場合 
 
※ 治療を伴わない、薬剤、診

断書、医療器具等の受領等
のためのものは、通院に含
みません。 

傷害通院保険金日額  × 通院日数  

※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌
日からその日を含めて傷害通院保険金の
支払対象期間内の通院を対象とし、１事
故につき、保険証券に記載された傷害通
院保険金の支払限度日数が限度となりま
す。 

※ 通院しない場合においても、約款所定の
部位を固定するために、医師の指示によ
りギプス等を常時装着した期間は、通院
日数に含めてお支払いします。 

 
支払対象期間：傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお

支払いします。 
手術保険金支払対象期間：事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

〔手術保険金お支払例〕 

超音波骨折治療法を３回受けた場合 
 ○手術 

▼  
×手術 
▼  

○手術 
▼ 

・ 10月10日の手術は、10月１日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 
・ 10月25日の手術は、10月１日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。 

 10月１日  10月10日  10月25日 
       

 

疾病に関する補償 

■疾病補償特約の補償内容 
１．被保険者が疾病（病気といいます）を発病し、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術を受けた場合に保険金をお

支払いします。 
※ 入院には美容整形、病気の治療処置を伴わない検査等のための入院を含みません。 

２．被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。 
（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

疾 病 入 院
保 険 金 

発病した病気の治療を目的として入院し、そ
の入院が疾病入院保険金の免責期間※を超
えて継続した場合 
 
※ 入院を開始した日からその日を含めて保

険証券に記載された免責期間が満了する
までの期間をいいます。 

疾病入院保険金日額  × 入院日数  

※ 疾病入院保険金の免責期間が満了した日
の翌日からその日を含めて疾病入院保険
金の支払対象期間内の入院を対象とし、
１入院につき、保険証券に記載された疾
病入院保険金の支払限度日数が限度とな
ります。 

※ 退院した日からその日を含めて180日以
内に医学上重要な関係により再入院した
場合は、前の入院とあわせて１入院とな
り、疾病入院保険金の支払対象期間の起
算日は最初の入院の免責期間の満了日の
翌日となります。 

 

(1)保険期間の開始時(継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時)より前に発病した病気に
ついては保険金をお支払いできま
せん。※1 

(2)次のいずれかにより発病した病気
に対しては保険金をお支払いでき
ません。 

①保険契約者、被保険者または保険金
受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為また
は犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内乱
等の事変または暴動※2 

④核燃料物質などの放射性・爆発性・
有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放
射能汚染 

⑥治療を目的として医師が使用した
場合以外における被保険者の麻薬、
あへん、大麻または覚せい剤、シン
ナー等の使用 

(3)むちうち症・腰痛等で医学的他覚所
見のないもの※3に対しては保険金
をお支払いできません。 

(4)次のいずれかによる病気に対して
は保険金をお支払いできません。 

①被保険者が被った精神障害を原因
として発病した病気 

②被保険者の妊娠または出産。ただ
し、異常妊娠、異常分娩または産じ
ょく期の異常を含みません。 

(5)特定疾病補償対象外の条件でのお
引受けとなった場合、｢特定疾病補
償対象外特約」がセットされます。
この場合、保険証券に記載された病
気に対しては保険金をお支払いで
きません。 

など 
※1 被保険者が発病した時が、その病

気による入院を開始した日から
保険契約の継続する期間を遡及
して365日以前である場合は、そ
の病気は、保険期間の開始時以降
に発病したものとして保険金お
支払いの対象となります。 

※2 テロ行為によって発生した病気

疾 病 手 術
保 険 金 
 
 

次のいずれかに該当する場合 
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者が疾病手術保険金支払対象期間内
に病院または診療所において、その病気の
治療を直接の目的として手術を受けたと
き 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、発病した病気
の治療を直接の目的として手術を受けた
場合 

 
※ 手術とは、次の診療行為をいいます。 

①公的医療保険制度において手術料の対
象となる診療行為。ただし、次の診療行
為は保険金お支払いの対象になりませ
ん。 
・ 創傷処理 
・ 皮膚切開術 
・ デブリードマン 
・ 骨または関節の非観血的または徒手的

な整復術、整復固定術および授動術 
・ 抜歯手術または歯・歯肉の処理に伴う

手術その他歯科診療固有の診療行為 
・ 美容整形上の手術 
・ 病気を直接の原因としない不妊手術 
・ 診断、検査（生検、腹腔(くう)鏡検査等）

のための手術 
・ 吸引および穿刺などの処置 
・ 神経ブロック 
・ 抜釘術 
・ 屈折異常に対する手術 
②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2) 

１回の手術について次の額をお支払いしま
す。 

①入院中に受
けた手術 

 × 10  

②上記①以外の手術 

疾病入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、病気の治療のために入院し
ている間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限
度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の
手術に対してのみ保険金をお支払いし
ます。なお、同一の日に①と②の両方
に該当する手術を受けた場合は、①の
手術を１回受けたものとします。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け
た場合または手術料が１日につき算定
される手術を複数回受けた場合は、そ
の手術の開始日についてのみ手術を受
けたものとします。 

・ 一連の治療過程で複数回実施しても手
術料が１回のみ算定される区分番号の
手術について、その区分番号の手術を
複数回受けた場合は、２回目以降の手
術が保険金をお支払いする同じ区分番
号の手術を受けた日からその日を含め
て14日以内に受けたものであるとき

疾病入院保険金日額  
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保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

(*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣
が定める先進的な医療技術をいいます。ま
た、先進医療ごとに定める施設基準に適合
する病院等において行われるものに限り
ますので、対象となる手術、医療機関およ
び適応症は限定されます。 

(*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を
用いて患部または必要部位に切除、摘出等
の処置を施すものに限ります（診断、検査
等を直接の目的とした診療行為および注
射、点滴、薬剤投与（全身・局所）、放射
線照射、温熱療法による診療行為を除きま
す）。 

は、保険金をお支払いしません（＊）。 
(＊) 体外衝撃波胆石破砕術の例 

○手術 

▼  

×手術 

▼  

○手術 

▼ 

10月１日  10月10日  10月25日 
・ 10月10日の手術は、10月１日の手術

から14日以内のため、保険金をお支払
いしません。 

・ 10月25日の手術は、10月１日の手術
から14日経過後のため、保険金をお支
払いします。 

に関しては自動セットの特約に
より保険金お支払いの対象とな
ります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい
る場合であっても、レントゲン検
査、脳波所見、神経学的検査、眼
科・耳鼻科検査等によりその根拠
を客観的に証明することができ
ないものをいいます。 

疾 病 
放 射 線 
治 療 
保 険 金 
 
 

次のいずれかに該当する場合 
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者が疾病放射線治療保険金支払対象
期間内に病院または診療所において、その
病気の治療を直接の目的として放射線治
療を受けた場合 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、発病した病気
の治療を直接の目的として放射線治療を
受けた場合 

 
※ 放射線治療とは、次の診療行為をいいま

す。 
①公的医療保険制度において放射線治療
料の対象となる診療行為。ただし、放射
線の照射を行うものについては、その総
量が50グレイ以上となる場合に限りま
す。 

②先進医療(＊)に該当する放射線照射ま
たは温熱療法による診療行為 

(＊) 放射線治療を受けた時点において、厚生労
働大臣が定める先進的な医療技術をいい
ます。また、先進医療ごとに定める施設基
準に適合する病院等において行われるも
のに限りますので、対象となる手術、医療
機関および適応症は限定されます。 

１回の放射線治療について次の額をお支払
いします。 

疾病入院保険金日額  × 10  

※ 放射線治療を複数回受けた場合のお支払
いの限度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる放射線治

療を同一の日に複数回受けた場合、１
回の放射線治療に対してのみ保険金を
お支払いします。 

・ 保険金お支払いの対象となる放射線治
療を複数回受けた場合、２回目以降の
放射線治療が保険金をお支払いする放
射線治療を受けた日からその日を含め
て60日以内に受けたものであるとき
は、保険金をお支払いしません。 

疾 病 通 院
保 険 金 

疾病入院保険金をお支払いする場合におい
て、退院した日の翌日からその日を含めて疾
病通院保険金の支払対象期間（180日）内に、
その入院の原因となった病気の治療を目的
として通院（往診を含みます）したとき 
 
※ 「疾病通院保険金の支払条件変更特約」

がセットされた場合、入院日の前日以前
60日以内の通院についてもお支払いの対
象となります。 

疾病通院保険金日額 × 通院日数  

※ １入院につき、通院日数は、通算して保
険証券に記載された疾病通院保険金の支
払限度日数が限度となります。 

※ 退院した日からその日を含めて180日以
内に医学上重要な関係により再入院した
場合は、前の入院とあわせて１入院とな
ります。 

支払対象期間：疾病入院保険金、疾病通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお
支払いします。 

疾病手術保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

疾病放射線治療保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

がんに関する補償 

■がん補償特約の補償内容 
１．被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合などに保険金をお支払

いします。 
※ がんとは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中「悪性新生物」および「上皮内新生物」に分類されるものとし、分類

項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」によります。 
２．被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

が ん 入 院
保 険 金 

がんと診断確定され、そのがんの治療を目的
として保険期間中に入院を開始し、その入院
ががん入院保険金の免責期間※を超えて継
続した場合 
 
※ 入院を開始した日からその日を含めて保

険証券に記載された免責期間が満了する
までの期間をいいます。 

がん入院

保険金日額
 × 入院日数  

※ がん入院保険金の免責期間が満了した日
の翌日からその日を含めてがん入院保険
金の支払対象期間内の入院を対象としま
す。 

※ 退院した日からその日を含めて180日以
内に入院の原因となったがんと医学上重
要な関係により再入院した場合は、前の
入院とあわせて１入院となり、がん入院
保険金支払対象期間の起算日は最初の入
院の免責期間の満了日の翌日となりま
す。 

 
 
 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時）より前に診断確定された
がんについては、保険金をお支払い
できません。 

(2)保険期間の開始時（継続契約の場合
は継続されてきた最初の保険期間
の開始時）からその日を含めて90
日を経過した日の翌日午前０時よ
り前にがんと診断確定された場合
については、保険金をお支払いでき
ません。 

など 

が ん 手 術 
保 険 金 

がんと診断確定され、次のいずれかに該当す
る場合 
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被

１回の手術について次の額をお支払いしま
す。 
①入院中に受けた手術 

２ 
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保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

保険者ががん手術保険金支払対象期間内
に病院または診療所において、そのがんの
治療を直接の目的として約款所定の手術
を受けたとき 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、がんの治療を
直接の目的として約款所定の手術を受け
た場合 

がん入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

がん入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、がんの治療のために入院し
ている間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限
度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の
手術に対してのみ保険金をお支払いし
ます。なお、同一の日に上記①と②の
両方に該当する手術を受けた場合は、
上記①の手術を１回受けたものとしま
す。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け
た場合は、その手術の開始日について
のみ手術を受けたものとします。 

が ん 
放 射 線 
治 療 
保 険 金 
 
 

がんと診断確定され、次のいずれかに該当す
る場合 
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被
保険者ががん放射線治療保険金支払対象
期間内に病院または診療所において、その
がんの治療を直接の目的として約款所定
の放射線治療を受けたとき 

②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が
病院または診療所において、がんの治療を
直接の目的として約款所定の放射線治療
を受けた場合 

１回の放射線治療について次の額をお支払
いします。 

がん入院保険金日額  × 10  

※ 放射線治療を複数回受けた場合のお支払
いの限度は以下のとおりとなります。 
・ 保険金お支払いの対象となる放射線治

療を同一の日に複数回受けた場合、１
回の放射線治療に対してのみ保険金を
お支払いします。 

・ 保険金お支払いの対象となる放射線治
療を複数回受けた場合、２回目以降の
放射線治療が保険金をお支払いする放
射線治療を受けた日からその日を含め
て60日以内に受けたものであるとき
は、保険金をお支払いしません。 

支払対象期間：がん入院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院についてのみ保険金をお支払いします。 
がん手術保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

がん放射線治療保険金支払対象期間：入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

■その他のがんに関する特約の補償内容 
１．被保険者ががんと診断確定された場合に保険金をお支払いします。 
２．被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。 

特約名 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

が ん 診 断
保 険 金 
補 償 特 約 

悪 性 
新 生 物 
診 断 
保 険 金 

次のいずれかに該当した場合で、そ
のがんが、約款所定の「悪性新生物」
であったとき 
①初めてがんと診断確定された場
合 

②原発がんを治療したことによ
り、がんが認められない状態に
なり、その後初めてがんが再発
したと診断確定された場合 

③原発がんが他の臓器に転移した
と診断確定された場合。ただし、
転移する以前にその臓器に既に
がんが発生していた場合を含み
ません。 

④原発がんとは別に、新たながん
が発生したと診断確定された場
合 

 
※ 原発がんとは、既に診断確定さ

れたがんをいいます。 

がん診断保険金額の全額  

※ 保険期間を通じ、１回のお支払いに
限ります。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場
合は継続されてきた最初の保険期
間の開始時）からその日を含めて
90日を経過した日の翌日午前０時
より前にがんと診断確定された場
合については保険金をお支払いで
きません。 

(2)がんと診断確定された日からその
日を含めて２年以内に「悪性新生
物」または「上皮内新生物」によ
るがん診断保険金のお支払い対象
に該当した場合については保険金
をお支払いできません。ただし、
２年経過日の翌日以後に入院を開
始または治療を継続されている場
合には保険金をお支払いします。 

など 

 上 皮 内 
新 生 物 
診 断 
保 険 金 

次のいずれかに該当した場合で、そ
のがんが、約款所定の「上皮内新生
物」であったとき 
①初めてがんと診断確定された場
合 

②原発がんを治療したことによ
り、がんが認められない状態に
なり、その後初めてがんが再発
したと診断確定された場合 

③原発がんが他の臓器に転移した
と診断確定された場合。ただし、
転移する以前にその臓器に既に
がんが発生していた場合を含み
ません。 

④原発がんとは別に、新たながん
が発生したと診断確定された場
合 

がん診断保険金額  × 20%  

※ 保険期間を通じ、１回のお支払いに
限ります。 
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特約名 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

 
※ 原発がんとは、既に診断確定さ

れたがんをいいます。 
 

■要介護状態に関する特約の補償内容 
１．被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。 

※要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 
①公的介護保険制度の第１号被保
険者(＊1)である場合 

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態 

②公的介護保険制度の第２号被保
険者(＊2)である場合 

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態。ただし、介護が必要な状態とな
った原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(＊4)に該当しない場合は、寝た
きりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 

③公的介護保険制度の被保険者で
ない場合 

寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 

(＊1)介護保険法第９条第１号に規定する65才以上の方をいいます。 

(＊2)介護保険法第９条第２号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。 

(＊3)「要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護一時金支払特約用）」をセットした場合は、要介護状態区分「２」以上となります。 
(＊4)介護保険法第７条第３項第２号に定める特定疾病をいい、平成29年４月現在では、次の病気をいいます。 

がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭

帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障

が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます）、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小

脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺

疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

２．被保険者は、その特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。 
（注）保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支

払いします。 

特 約 名 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

親 介 護 
一 時 金 
支 払 特 約 

介 護 
一 時 金 

被保険者が要介護状態となり、そ
の要介護状態が要介護状態開始日
からその日を含めて保険証券に記
載されたフランチャイズ期間を超
えて継続した場合 
 
※ 要介護状態開始日とは、次のい

ずれか早い日をいいます。 
①被保険者が要介護状態であ
ることを医師が診断した日 

②被保険者に対し、公的介護保
険制度の要介護認定等（要介
護状態区分「３」以上(＊)）
の効力が生じた日 

(＊)「要介護３以上から要介護２以

上への補償範囲拡大に関する特

約（介護一時金支払特約用）」を

セットした場合は、要介護状態区

分「２」以上となります。 

介護一時金額(＊)の全額  

(＊)保険証券等に「親介護一時金」として記

載されている金額をいいます。 

 
※ この特約に基づく保険金をお支払い

した場合、その被保険者についてこ
の特約は失効します。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場
合は継続されてきた最初の保険期
間の開始時）より前に要介護状態
の原因となる事由が発生していた
場合は、保険金をお支払いできま
せん。※1 

(2)次のいずれかによって発生した要
介護状態に対しては保険金をお支
払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険
金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま
たは犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内
乱等の事変、暴動※2 

④地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発
性・有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放
射能汚染 

⑦むちうち症・腰痛等で医学的他覚
所見のないもの※3 

⑧治療を目的として医師が使用した
場合以外における被保険者の麻
薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の使用 

⑨治療を目的として医師が薬物を使
用した場合以外における被保険者
のアルコール依存、薬物依存また
は薬物乱用 

⑩被保険者が次のいずれかに該当す
る間に発生した事故 
ア．法令に定められた運転資格を
持たないで自動車または原動機
付自転車を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定
める酒気を帯びた状態で自動車
または原動機付自転車を運転し
ている間 

(3)被保険者が治療を怠ったことまた
は保険契約者もしくは保険金受取
人が治療をさせなかったことによ
り、要介護状態となった場合や要
介護状態が保険証券に記載された
フランチャイズ期間を超えて継続
した場合は、保険金をお支払いで
きません。 

 
 
※1 被保険者が要介護状態の原因と

なる事由が発生した時が、その
要介護状態の要介護状態開始日
から保険契約の継続する期間を



                          あいおいニッセイ同和損害保険株式会社              

特 約 名 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

遡及して365日以前である場合
は、その要介護状態の原因とな
った事由は、保険期間の開始時
以降に発生したものとして保険
金お支払いの対象となります。 

※2 テロ行為によって発生した要介
護状態に関しては自動セットの
特約により保険金お支払いの対
象となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい
る場合であっても、レントゲン検査、
脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻
科検査等によりその根拠を客観的に
証明することができないものをいい
ます。 

 


